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木津川市女性活躍推進計画 

 

１ 趣旨・目的 

  本格的な人口減少社会を迎える中、我が国の持続的な成長を実現し、社会の活力を

維持していくためには、我が国の人口の約半分、労働力人口の４割余りを占め、政治、

経済等の多くの分野においての活動を担っている「女性の力」の発揮が必要であり、

国は、平成２５年６月に閣議決定された「日本再興戦略」において、「女性の活躍推

進」を中核に位置付け、今日まで様々な取組が行われてきました。 

  これまでの取組を更に着実に前進させるために、民間事業者及び国・地方公共団体

といった各主体が女性の活躍推進に向けた果たすべき役割を定める「女性の職業生活

における活躍の推進に関する法律」（以下「女性活躍推進法」という。）が平成２７年

８月２８日に成立しました。 

  本市においては、平成２２年３月に木津川市男女共同参画計画を策定し、本計画の

基本理念である「男女がともに輝くまちづくりをめざして」の実現に向けて取組を進

め、また平成２７年３月には、木津川市男女共同参画計画後期計画を策定し、男女共

同参画社会の実現に向けての取組と併せ、女性の活躍推進に係る取組を進めてきまし

たが、地域創生に向けて更なる推進を図る必要があるため、女性活躍推進法第６条第

２項に規定する女性活躍推進計画を策定するものです。 

  本計画については、国の基本方針及び木津川市男女共同参画計画後期計画に基づき、

４つの基本目標を設定し重点的に取り組むことにより、女性の活躍推進をめざします。 

 

 基本目標１ ： 自主的な行動計画の策定の推進 

 基本目標２ ： 女性の社会への参画と活躍への推進 

 基本目標３ ： 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

 基本目標４ ： 政策・方針決定過程への女性の参画の推進 

 

  本計画の計画期間は、平成２９年度から平成３７年度までの９年間とし、女性活躍

推進法附則第４条において、法律の施行後３年を経過した場合に、必要があると認め

るときは、法律の規定について検討を加えるとされていることを踏まえ、本計画につ

いても、計画策定後３年を目途に見直しについて検討することとします。 
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２ 基本目標に基づく現状・課題と対応する取組 

 

 基本目標１ 自主的な行動計画の策定の推進 

 

 （１）現状と課題 

     平成２７年８月２８日に成立した女性活躍推進法は、女性の活躍推進の取組

を一過性のものに終わらせることなく着実に前進させるために、一歩踏み込ん

だ新たな総合的枠組みを構築するため、民間事業者及び国・地方公共団体の各

主体が女性の活躍推進に向けた果たすべき役割を定めています。 

     この法律の第４条において、事業主は基本原則にのっとり女性労働者に対す

る職業生活に関する機会の積極的な提供と職業生活と家庭生活との両立を可能

とする雇用環境の整備を図ることとされ、また第８条では、常時雇用する労働

者の数が３０１人以上の事業主については、女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組についての行動計画の策定を義務付けされています。 

     平成２６年経済センサス（総務省）の調査によると、京都府における従業員

数３００人以下の企業の割合は、９９．６％で、全国平均と同様、中小企業が

圧倒的多数を占めており、本市においても同様の状況の中、管理職等の指導的

地位にある女性の割合は、後述のとおりまだまだ低く、女性が活躍できる環境

は十分とはいえない状況です。 

     企業における女性の活躍推進により、業績向上等に有効な手段であることの

啓発や中小企業の事業主に対する行動計画の策定に関する支援が必要です。 

 

 （２）対応する取組 

    ①「一般事業主行動計画」の策定に関する企業への支援  

     ○ 常時雇用する労働者数が、３００人以下の企業の自主的な行動計画の策

定を促進するため、必要な情報を提供します。 

     ○ 一般事業主行動計画を策定した企業に対して、計画に掲げる取組の実施

や目的達成を促進するための情報の提供や相談・助言を行います。 
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 基本目標２ 女性の社会への参画と活躍への推進 

 

 （１）現状と課題 

     平成２４年就業構造基本調査（総務省）によると、生産年齢人口１５～６４ 

歳の女性有業率は、昭和６２年から平成９年まで上昇し、平成１４年には低下

したものの、平成１９年、そして平成２４年と上昇しています。 

     一方、女性の無業者については減少していますが、平成２４年調査では、１, 

４６８万６千人で、そのうち就業希望者は５９０万２千人で、またその中で求

職活動をしていない非求職者は、３４４万７千人となっています。非求職理由

は、「出産・育児のため」が１１３万４千人と最も多く、占める割合は、３２．

９％となっています。 

     「出産・育児のため」に求職活動をしていない女性について、年齢階級別で

最も多い３０歳～３９歳においては、非求職者に占める割合は、６５％と高い

状況にあります。 

     また、京都府において、女性の有業率が示すＭ字カーブの底である３０歳代

と前後の年齢階級の２５～４４歳の育児をしている女性の有業率は、５２．

４％で、４７都道府県中３６位となっており、全国的に非常に低い水準です。 

     就労を希望しているものの、出産や育児のために就業していない女性が多く、

「女性の力」を充分に活かせていない状況となっています。 

希望する女性が、就労又は再就労することができる環境づくりが必要です。 

 

 （２）対応する取組     

    ①雇用における男女の均等な機会と待遇の確保  

事業者や労働者を対象に「男女雇用機会均等法」や「労働基準法」、「育

児・介護休業法」、「パートタイム労働法」などに規定する労働権について

の情報提供、周知、啓発を図ります。 

     ○ 「男女雇用機会均等法」、「労働関係法令」の制度の周知・啓発 

     ○ 女性労働者の母性保護及び母性健康管理の周知・徹底 

     ○ メンタルヘルスの確保等、職場における健康管理の取組 

     ○ 職場における待遇の改善に向けての啓発  
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    ②女性の能力開発等の支援  

就労意欲のある女性が能力を発揮し技能習得するための、就業能力の開発

などの支援を行います。また、女性起業家に対し、起業に関する情報の提供

などの支援を行います。 

     ○ パソコン、コミュニケーション能力開発講座等の開催 

     ○ 就職、再就職のための情報提供等の支援 

     ○ 起業のための情報提供等の支援    

    ③女性に対する就業情報の提供・相談業務等の充実  

就業をめざす女性を支援するための情報の提供や、労働に関する相談など

について、関係機関と連携しながら対応していきます。 

     ○ 再就職準備セミナーの開催 

     ○ 京都ジョブパークやハローワークなどの関係機関との連携による相談業

務の推進 

    ④農業・商工業等における働きやすい環境づくり  

女性が家族従業者として果たしている役割の重要性が正当に評価され、仕

事面における男女の役割分担の固定や格差の解消が図れるよう働きかけてい

きます。 

          ○ 農業委員会及び商工会役員等への女性の登用促進 

     ○ 女性の労働に対する適正な評価のための啓発 

     ○ 女性の経営や方針決定過程への参画促進のための学習会や情報提供 

     ○ 女性農業士等の認定促進に関する啓発 
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基本目標３ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

 

 （１）現状と課題 

     「平成２７年版男女共同参画白書」（内閣府）によると、男女ともに仕事と

家庭生活等の複数の活動をバランスよく行うことを希望する人の割合が半数以

上占めていますが、現実は、仕事か家庭生活等のいずれか一方を優先している

人が多く、また、家事、育児、介護の担い手は、圧倒的に女性が多い状況であ

り、子育て期にある３０歳代と４０歳代の男性は、他の年代に比べ、長時間労

働者の割合が高い状況となっています。 

     また、男性の育児休業の取得状況は依然として低い水準にとどまっています

が、長時間労働などの男性中心型の労働慣行が見直され、ワーク・ライフ・バ

ランス社会が実現すれば、性別に関わらず誰もが仕事と家庭や地域生活の両立

が可能となり、充実した生活を送れることが期待できます。 

     そのためには、男女がともに家事・育児・介護等の家庭生活上の責任を担え

るよう、様々な課題解決に向けた取組と環境整備を進める必要があります。 

 

 （２）対応する取組 

     ①企業等における仕事と家庭の両立支援の取組の促進 

       企業などにおける育児休業や介護休業などの制度の定着と利用促進を図

ります。 

      ○ 育児休業や介護休業等の制度利用の促進のための周知・啓発 

      ○ 厚生労働省の「均等・両立推進企業表彰（ファミリー・フレンドリー

企業）」や京都府の「京の子育て応援企業」奨励のための周知・啓発 

      ○ ワーク・ライフ・バランス実現に向けた取組の周知・啓発 

     ②仕事と子育て・介護の両立支援 

仕事と子育て・介護などを両立するための情報を提供するとともに、多

様なニーズに対応した保育・介護サービスの充実に努めます。 

○ 多様な就労形態に対応できる保育・介護サービス制度の周知 

     ③家庭における男女共同参画の促進 

       固定的な性別役割分担意識の解消に向けた講座を開催します。   
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○ 男性対象の料理教室等の開催 

○ 夫婦が協力して子育てにかかわるための父親教室等の開催 

     ④男女のさまざまな地域活動の支援・リフレッシュ事業の推進 

       地域活動への男女の参加を促進します。また、余暇活動・自己啓発を推

進し、心も体も健康で豊かな生活を送るための事業を行います 

○ 地域活動を支援するとともに健康づくりや趣味教養講座等の開催 
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基本目標４ 政策・方針決定過程への女性の参画の推進 

 

 （１）現状と課題 

     市民に身近な行政に関わる本市の政策決定は、一人ひとりの市民生活に大き

な影響を与えることから、政策・方針決定過程への女性の参画の推進が必要で

す。 

     国では、平成２２年の第３次男女共同参画基本計画において、早急に対応す

べき課題として、「社会のあらゆる分野において、平成３２年までに指導的地

位に女性が占める割合が少なくとも３０％程度となるよう目標が定められ、更

に平成２７年の第４次男女共同参画基本計画においても、引き続き目標数値が

継承されています。 

     平成２８年４月時点における木津川市の女性職員は２３９人で、全職員 

(４９６人)に対し、４８．２％を占めていますが、女性管理職においては、２

４人が登用され、全管理職に占める割合は、２３．３％となっています。 

     また、本市の審議会等への女性委員の登用は、積極的に行われていますが、

女性委員が登用されていない、又は公募制度が導入できていない審議会等も存

在するため、女性の政策・方針決定過程への参画については、改善すべき点が

まだまだ見受けられます。 

     そのため、女性の政策・方針決定過程への参画を積極的に行い、女性と男性

それぞれの意見が反映した地域社会づくりを進めていく必要があります。 

 

 （２）対応する取組 

     ①市政における政策・方針決定過程への女性の参画促進 

       女性の意見や価値観が十分に反映されるよう、審議会等の女性委員の登

用率の拡大に努めます。 

      ○ 各委員会・審議会における女性委員ゼロの解消 

      ○ 各委員会・審議会における女性委員の登用率を、平成３２年度までに 

３５％とする目標に向けた計画的な推進 

      ○ 各委員会・審議会における委員公募制の導入の促進 

      ○ 男女共同参画人材リストの作成及び提供 

     ②市政への市民参画の促進 

       市の広報きづがわやホームページへの意見・パブリックコメントを利用 

し、男女を問わず幅広く市民が市政に意見・提案しやすい環境づくりを進
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めます。 

○ 市のホームページの市長への意見・パブリックコメント制度等の活

用・普及 
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３ 計画の推進体制 

  この計画を実効性のあるものとし、女性の活躍推進をめざすために、以下の体制の

もとに推進します。 

 

（１）木津川市男女共同参画推進会議 

    女性の活躍推進に向けた取組を進める上で行政の果たす役割は大きく、展開す

る施策については、全庁をあげて取り組む必要があることから、木津川市男女共

同参画推進会議により計画の実施について相互の調整を行い、総合的かつ効果的

な取組を行います。 

 

（２）木津川市男女共同参画審議会 

    木津川市男女共同参画推進条例第２０条第１項の規定に基づき設置されている

「木津川市男女共同参画審議会」には、計画の進捗状況を適宜報告するとともに、

専門的知見や豊富な経験から、適切かつ効果的な指導や助言を受けます。 

 

（３）市民・事業者等との連携 

    女性の活躍推進に向けた取組を進めるため、市民一人ひとりの意識改革や事業

者・関係団体などの自主的な取組を促すため、必要な情報の提供や周知・啓発に

努めます。 

 

（４）関係機関との連携 

    国や京都府・他の地方公共団体との連携を強化し、情報の収集・提供などに努

めます。 
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参考統計・データ 

 

 

基本目標１：自主的な行動計画の策定の推進 

■参考１：京都府・木津川市における事業所数 

 事業所数（法人） 
割合（％） 

全事業所数 従業員 301 人以上 

京都府 66,967 242 0.4 

木津川市 1,023 1 0.1 

備考：平成２６年経済センサス（総務省） 

 

 

 

 ■参考２：民間企業における管理職に占める女性の推移（全国） 

   （企業規模 100 人以上） 

   企業規模 100 人以上の民間企業における課長相当職以上の女性の割合（全国）は、8.3％であ

り、徐々に高くなっているものの、低い水準にあります。  

 

備考：賃金構造基本統計調査（厚生労働省） 
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基本目標２：女性の社会への参画と活躍への推進 

 ■参考３：女性の有業者数及び無業者数の推移（15～64 歳） 

 

 

 

                         備考：平成２４年就業構造基本調査（総務省） 
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 ■参考４：女性の就業希望の有無、求職活動の有無、非求職理由別無業者数及び割合（15～64 歳） 

（千人,％） 

就業希望の有無 
求職活動の有無 

非求職理由 

総数 

 

うち就業

希望者 

 

うち非求
職者 

 

探したが

見つから
なかった 

希望する
仕事があ
りそうに

ない 

知識・能

力に自信
がない 

出産・育
児のため 

介護・看
護のため 

病気・け
がのため 

高齢のた
め 

通学のた
め 

学校以外

で進学や
資格取得
などの勉

強をして
いる 

急いで仕
事につく
必要がな

い 

その他 

無業者 14,685.8 5,902.2 3,447.2 199.5 173.5 105.1 1,133.8 185.4 346.7 56.8 243.5 74.2 501.0 415.6 

非求職者に占め
る割合 

― ― 100.0 5.8 5.0 3.0 32.9 5.4 10.1 1.6 7.1 2.2 14.5 12.1 

備考：平成２４年就業構造基本調査（総務省） 

 

 

 

 ■参考５：女性の年齢階級別非求職理由が「出産・育児のため」である非求職者及び割合（15～64 歳） 

（千人,％） 

年齢 
非求職理由 

総数 15～24 歳 25～29 歳 30～34 歳 35～39 歳 40～44 歳 45～49 歳 50～64 歳 

非求職者 
うち出産・育児のため 

3,447.2 
1,133.8 

432.0 
59.3 

309.3 
197.4 

482.8 
346.3 

592.4 
350.4 

480.4 
157.2 

296.2 
19.1 

854.1 
4.1 

非求職者に占める割合 32.9 13.7 63.8 71.7 59.1 32.7 6.4 0.5 

備考：平成２４年就業構造基本調査（総務省） 
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 ■参考６：25～44 歳の育児をしている女性の都道府県別有業率 

（千人,％） 

都道府県 

育児をしている 

都道府県 

育児をしている 

総数 有業者 無業者 

育児を

してい

る者の

有業率 

総数 有業者 無業者 

育児を

してい

る者の

有業率 

全国 

北海道 

青森県 

岩手県 

宮城県 

秋田県 

山形県 

福島県 

茨城県 

栃木県 

群馬県 

埼玉県 

千葉県 

東京都 

神奈川県 

新潟県 

富山県 

石川県 

福井県 

山梨県 

長野県 

岐阜県 

静岡県 

愛知県 

5488.7 

218.3 

46.3 

45.7 

96.2 

36.2 

42.9 

69.9 

117.7 

87.3 

80.8 

328.1 

280.4 

567.5 

400.2 

90.0 

43.5 

48.7 

33.0 

31.6 

81.6 

86.2 

158.0 

346.8 

2875.5 

105.3 

30.7 

29.4 

51.0 

24.6 

31.1 

39.7 

63.1 

47.6 

50.0 

152.2 

131.0 

283.5 

164.3 

58.6 

29.7 

33.2 

23.8 

19.2 

48.4 

46.6 

83.8 

176.8 

2613.1 

113.0 

15.6 

16.4 

45.3 

11.5 

11.8 

30.3 

54.6 

39.6 

30.9 

175.9 

149.2 

284.0 

235.8 

31.4 

13.9 

15.6 

9.1 

12.3 

33.1 

39.6 

74.2 

170.0 

52.4 

48.2 

66.3 

64.3 

53.0 

68.0 

72.5 

56.8 

53.6 

54.5 

61.9 

46.4 

46.7 

50.0 

41.1 

65.1 

68.3 

68.2 

72.1 

60.8 

59.3 

54.1 

53.0 

51.0 

三重県 

滋賀県 

京都府 

大阪府 

兵庫県 

奈良県 

和歌山県 

鳥取県 

島根県 

岡山県 

広島県 

山口県 

徳島県 

香川県 

愛媛県 

高知県 

福岡県 

佐賀県 

長崎県 

熊本県 

大分県 

宮崎県 

鹿児島県 

沖縄県 

78.5 

71.8 

119.5 

387.5 

257.0 

59.0 

37.9 

25.2 

27.8 

87.2 

131.8 

52.4 

32.2 

43.2 

54.4 

29.7 

232.0 

33.6 

56.9 

79.4 

51.7 

51.0 

71.8 

80.5 

45.8 

36.0 

62.6 

181.1 

111.1 

27.6 

20.1 

18.1 

20.8 

49.4 

69.4 

26.7 

19.9 

26.9 

29.9 

19.8 

121.9 

21.5 

34.5 

52.3 

29.0 

34.1 

42.9 

50.3 

32.7 

35.8 

56.9 

206.3 

145.8 

31.3 

17.8 

7.1 

6.9 

37.6 

62.3 

25.6 

12.3 

16.3 

24.5 

9.9 

110.0 

12.4 

22.4 

27.1 

22.8 

16.9 

28.9 

30.3 

58.3 

50.1 

52.4 

46.7 

43.2 

46.8 

53.0 

71.8 

74.8 

56.7 

52.7 

51.0 

61.8 

62.3 

55.0 

66.7 

52.5 

64.0 

60.6 

65.9 

56.1 

66.9 

59.7 

62.5 

 

 

                        

                    備考：平成２４年就業構造基本調査（総務省） 
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島
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岡
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----- 全国平均（平成24年）

（％）
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基本目標３：仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

 ■参考７：仕事と生活の調和に関する希望と現実 

 

備考：平成２７年版男女共同参画白書（内閣府） 
 

 ■参考８：６歳未満の子供を持つ夫の家事・育児関連行動者率 

 
備考：平成２７年版男女共同参画白書（内閣府） 

 

3.5 

15.7 

33.6 

45.3 

2.4 2.4 

29.7 

20.0 

2.4 2.3 

10.8 

8.2 

16.3 

4.6 

1.3 

1.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

希望

現実

凡例（希望）

女性

「仕事」を優先したい
「家庭生活」を優先したい
「地域・個人の生活」を優先したい
「仕事」と「家庭生活」をともに優先したい
「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先したい
「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先したい
「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先したい
わからない

16.8 

37.7 

20.8 

18.9 
2.4 3.0 

31.4 

22.3 

4.7 

5.2 

7.1 

5.2 

15.5 

6.0 

1.4 

1.7 

希望

現実

凡例（現実）

男性

「仕事」を優先している
「家庭生活」を優先している
「地域・個人の生活」を優先している
「仕事」と「家庭生活」をともに優先している
「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先している
「家庭生活」と「地域・個人の生活をともに優先している
「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先している
わからない

（備考）1．内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（平成 24 年 10 月調査）より作成。 
     2．集計対象者数は、女性 1,601 人、男性 1,432 人。 
     3．希望と現実に最も近いものをそれぞれ 1つ回答。 

9.7 

12.2

90.3 

87.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
＜家事＞

19.3 

19.5

80.7 

80.5

0%20%40%60%80%100%

23年

平成18年

0.9

1.0 

99.1

99.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
＜介護・看護＞

0.9

0.6

99.1

99.4

0%20%40%60%80%100%

23年

平成18年

27.1

29.6

72.9

70.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
＜育児＞

行動者率 非行動者率

26.2

32.8

73.8

67.2

0%20%40%60%80%100%

23年

平成18年

（備考）1．総務省「社会生活基本調査」より作成。 
2．「夫婦と子供の世帯」における 6 歳未満の子供を持つ夫の 1 日当たりの家事関連（「家事」、「介護・看護」及び「育児」）の
行動者率（週全体平均）。 

         ※行動者率・・・該当する種類の行動をした人の割合（％） 
         ※非行動者率・・・100％－行動者率で算出している。 

3．本調査では、15 分単位で行動を報告することとなっているため、短時間の行動は報告されない可能性があることに留意が
必要である。 

a. 妻・夫共に有業（共働き）の世帯        b. 夫が有業で妻が無業の世帯 
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 ■参考９：週労働時間６０時間以上の男性就業者の割合 

 
備考：平成２７年版男女共同参画白書（内閣府） 

 

 ■参考１０：男性の育児休業取得率の推移 

 
  備考：平成２７年版男女共同参画白書（内閣府） 

23.3

22.6

12.8
11.4

17.4

11.6
12.7

15.1
13.7

13.4

24.5

27.6

16.9

28.6

17.0
17.6

7.9 7.4

5

10

15

20

25

30

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

（％）

（年）

全体 20歳代 30歳代

40歳代 50歳代 60歳以上

平成

（備考）1．総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。
2．数値は、非農林業就業者（休業者を除く）総数に占める割合。
3．平成23年の割合は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。

0.56 0.50 

1.56 
1.23 

1.72 
1.38 

〔2.63〕
1.89 2.03 

0

1

2

3

平成16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

（％）

〔1.34〕

a．民間企業

（年度）

（備考）1．厚生労働省「女性雇用管理基本調査」より作成（調査対象「常用労働者 5人以上を雇用している民営事業所」）。ただし、 
      平成 18 年は、調査対象が異なる（「常用労働者 30 人以上を雇用している企業」）ため計上していない。19 年以降は、厚 

生労働者「雇用均等基本調査」による。 
2．調査年の前年度 1年間（平成 25 年度調査においては、23 年 10 月 1 日から 24 年 9月 30 日）に配偶者が出産した者の 
うち、調査年 10 月 1 日までに育児休業を開始（申出）した者の割合。 

3．〔 〕内の割合は、東日本大震災のため、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。 

0.55 0.60 0.74 0.68 0.73 0.86 

〔1.80〕 2.02 2.04 
2.77 

0

1

2

3

平成16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

（％）

（年度）

b．国家公務員

（備考）1．総務省・人事院「女性国家公務員の採用・登用の拡大状況等のフォローアップの実施結果」より作成。ただし、平成 23 年 
度以降は、「女性国家公務員の登用状況及び国家公務員の育児休業の取得状況のフォローアップ」より作成。 

2．当該年度中に子が出生した者に対する当該年度中に新たに育児休業を取得した者（再度の育児休業者を除く）の割合。 
3．平成 22 年度の割合は、東日本大震災のため調査の実施が困難な官署に在勤する職員（850 人）は含まない。 
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基本目標４：政策・方針決定過程への女性の参画の推進 

 ■参考１１：木津川市管理職に占める女性の割合 

（平成２８年４月１日現在） 

管理職総数 女性管理職の内訳 

（人） 女性数 女性の割合 部長クラス 次長クラス 課長クラス 

103 人 24 人 23.3％ 0 人 2 人 22 人 

 


